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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出しましたので平成27年 7月 3日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出

書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項があります

のでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内

容は原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」は

原届出書の更新後の内容を記載しています。また、原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの

経理状況」に｢中間財務諸表」の記載事項が追加されます。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

②　委託会社の概況（平成27年10月末現在）

１）資本金

370百万円

２）沿革

平成11年11月：シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立

平成11年12月：投資顧問業の登録　　　　　　　関東財務局長　第903号

平成12年５月：投資一任契約に係る業務の認可　金融再生委員会　第27号

平成13年４月：投資信託委託業認可　　　　　　内閣総理大臣　第5号

平成19年９月：金融商品取引業者登録　　　　　関東財務局長（金商）第341号

３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス
東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 7,400株 100％

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜更新後＞

◆当ファンドの運用体制
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①　投資政策委員会

投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融

情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。

②　運用本部

①で決定したファンド毎の運用手法、戦略及びリスク許容度に基づいて、運用本部は、運用計画を決定

します。

③　ファンド・マネージャー

運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理し

ます。

④　トレーディング部門

ファンド・マネージャーから発注の指示を受け、事前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に則

り売買の執行を行います。

＊　投資政策委員会の構成員は、15名程度、運用本部は、10名程度、トレーディング部門は、２名程度で構

成されています。

 

ファンド運用に関する社内規程等として、投資政策委員会規程、投資判断者服務規程、信用取引

に係るガイドライン、債券の貸借取引等に係るガイドライン、資金の借入れに係るガイドライ

ン、コールローンの取り手選定に係るガイドライン、外国為替予約に係るガイドライン、有価証

券先物取引等取扱ガイドライン、株式の貸付に係るガイドライン及び売買執行に関する基準（株

式及び債券）、取引執行に関する基準（店頭デリバティブ取引）等を設けて遵守すべき基本的な

事項を定めています。

 

＜委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等＞

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合

などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社よ

り受け取っております。

 

※上記は平成27年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

３【投資リスク】

＜更新後＞

（２）リスク管理体制
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※上記は平成27年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜流動性リスクの管理体制＞

当社では、「市場動向、市場や行政等による規制、資金流失などにより、有価証券等の売却等において、

市場実勢よりも著しく不利な価格による取引を余儀なくされること、または取引が成立しないこと」を流

動性リスクと考えております。組入資産の流動性リスクの状況は、リスク管理部門が随時モニタリング

し、流動性リスクが極めて高くなった場合には、運用本部及びコンプライアンス部門も含めて対応するこ

ととしております。

＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞
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課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度

の適用対象です。

①　個人受益者の場合

１）受益権の売却時の課税

売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）

の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口

座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税

率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

２）収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収

（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま

たは総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

３）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および

地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収

ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方

税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡

益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。

また、解約時、償還時および売却時の差益（譲渡益）および収益分配金（申告分離課税を選択したも

のに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した

公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれ

るのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象

となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

＜平成28年１月１日以降＞

※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡

益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま

す。）と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益（譲渡益）、収益分配金お

よび特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等

の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購

入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用

になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方

が対象となります。また、平成28年４月１日より、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得

及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニアNISA）が開始され、20歳未満の居住者などを対象に、年間80

万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課

税となる予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

②　法人受益者の場合

１）受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

２）収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人

所得と合算して課税されます。

３）解約金および償還金に対する課税

受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されま

す。

４）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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※上記は平成27年10月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが

変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め

します。

５【運用状況】

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

国債証券 日本 20,814,843,200 58.77

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 14,602,928,639 41.23

合計(純資産総額) 35,417,771,839 100.00
 

その他の資産の投資状況
 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引 買建 日本 71,971,530,000 203.21
 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

日本 国債証券 第５５７回国庫短
期証券

11,600,000,000 100.00 11,600,000,000 100.00 11,600,023,200 ― 2015/12/14 32.75

日本 国債証券 第９３回利付国債
（５年）

3,000,000,000 100.15 3,004,680,000 100.06 3,001,890,000 0.500 2015/12/20 8.48

日本 国債証券 第９５回利付国債
（５年）

2,700,000,000 100.55 2,715,039,000 100.22 2,706,129,000 0.600 2016/3/20 7.64

日本 国債証券 第３３７回利付国
債（２年）

1,800,000,000 100.04 1,800,828,000 100.02 1,800,522,000 0.100 2016/2/15 5.08

日本 国債証券 第２７７回利付国
債（１０年）

1,000,000,000 101.51 1,015,100,000 100.60 1,006,020,000 1.600 2016/3/20 2.84

日本 国債証券 第３３８回利付国
債（２年）

700,000,000 100.05 700,371,000 100.03 700,259,000 0.100 2016/3/15 1.98

 

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 投資比率(％)

国債証券 58.77

合計 58.77
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②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円）

投資

比率

(％)

株価指数先物
取引

大阪取引所 東証株価指数先物 買建 4,618日本円 65,421,961,232 71,971,530,000 203.21

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所

取引価格（円）分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第1計算期間末 (2013年 4月 3日) 15,057 15,057 14,619 14,619 14,480

第2計算期間末 (2014年 4月 3日) 41,072 41,072 19,842 19,842 19,850

第3計算期間末 (2015年 4月 3日) 23,074 23,074 32,500 32,500 32,350

2014年10月末日 34,333 ― 23,678 ― 23,650

　　　11月末日 22,338 ― 26,281 ― 26,220

　　　12月末日 28,374 ― 26,031 ― 26,100

2015年 1月末日 29,596 ― 26,192 ― 26,250

　　　 2月末日 17,018 ― 30,390 ― 30,250

　　　 3月末日 22,312 ― 31,426 ― 31,550

　　　 4月末日 16,267 ― 33,199 ― 33,300

　　　 5月末日 18,340 ― 36,681 ― 36,750

　　　 6月末日 27,453 ― 17,375 ― 17,330

　　　 7月末日 29,588 ― 17,933 ― 17,870

　　　 8月末日 43,097 ― 15,122 ― 15,130

　　　 9月末日 36,352 ― 12,845 ― 12,800

　　　10月末日 35,417 ― 15,603 ― 15,590
 

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第1期 2012年 4月 4日～2013年 4月 3日 0.0000

第2期 2013年 4月 4日～2014年 4月 3日 0.0000

第3期 2014年 4月 4日～2015年 4月 3日 0.0000
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当中間期 2015年 4月 4日～2015年10月 3日 ―

 

③【収益率の推移】

 

期 期間 収益率（％）

第1期 2012年 4月 4日～2013年 4月 3日 46.19

第2期 2013年 4月 4日～2014年 4月 3日 35.73

第3期 2014年 4月 4日～2015年 4月 3日 63.79

当中間期 2015年 4月 4日～2015年10月 3日 △17.59

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得

た数に100を乗じた数です。

(注)2015年6月22日に受益権1口に対して2口の割合で分割を行いましたので、第4中間期に表示している収益率は分割を考慮

した値です。

 

（４）【設定及び解約の実績】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1期 2012年 4月 4日～2013年 4月 3日 2,130,000 1,100,000

第2期 2013年 4月 4日～2014年 4月 3日 5,260,000 4,220,000

第3期 2014年 4月 4日～2015年 4月 3日 3,710,000 5,070,000

当中間期 2015年 4月 4日～2015年10月 3日 4,360,000 2,970,000

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注)2015年6月22日に受益権1口に対して2口の割合で分割を行いましたので、第4中間期に表示している口数はすべて分割を
考慮した口数です。

≪参考情報≫

＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】

１.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成27年 4月 4日から

平成27年10月 3日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による中間監査を受けておりま

す。

 

 

【中間財務諸表】

【ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第3期
(平成27年 4月 3日現在)

当中間計算期間末
(平成27年10月 3日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 7,757,347,578 14,281,982,623

国債証券 13,820,067,220 20,818,838,800

派生商品評価勘定 988,639,756 1,761,139,416

未収入金 167,738,472 64,762,896

未収利息 260,550 2,908,247

前払費用 985,752 2,914,518

差入委託証拠金 507,590,000 2,254,030,000

流動資産合計 23,242,629,328 39,186,576,500

資産合計 23,242,629,328 39,186,576,500

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 16,909,100 101,379,136

未払解約金 - 1,333,600,000

未払受託者報酬 7,012,106 7,087,209

未払委託者報酬 98,169,334 99,220,813

その他未払費用 45,752,485 16,537,610

流動負債合計 167,843,025 1,557,824,768

負債合計 167,843,025 1,557,824,768

純資産の部

元本等

元本 7,100,000,000 14,050,000,000

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 15,974,786,303 23,578,751,732

（分配準備積立金） △611,612,325 △611,612,325

元本等合計 23,074,786,303 37,628,751,732

純資産合計 23,074,786,303 37,628,751,732

負債純資産合計 23,242,629,328 39,186,576,500

（２）【中間損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）

前中間計算期間
(自　平成26年 4月 4日
至　平成26年10月 3日)

当中間計算期間
(自　平成27年 4月 4日
至　平成27年10月 3日)

営業収益

受取利息 2,779,146 27,150,937

有価証券売買等損益 2,676,200 △24,101,820

派生商品取引等損益 4,532,883,428 △4,489,688,056

営業収益合計 4,538,338,774 △4,486,638,939

営業費用

受託者報酬 7,863,511 7,087,209

委託者報酬 110,089,100 99,220,813

その他費用 27,912,958 16,537,610

営業費用合計 145,865,569 122,845,632

営業利益又は営業損失（△） 4,392,473,205 △4,609,484,571

経常利益又は経常損失（△） 4,392,473,205 △4,609,484,571

中間純利益又は中間純損失（△） 4,392,473,205 △4,609,484,571

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△） - -

期首剰余金又は期首欠損金（△） 20,372,940,127 15,974,786,303

剰余金増加額又は欠損金減少額 14,107,530,000 47,954,890,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

- -

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

14,107,530,000 47,954,890,000

剰余金減少額又は欠損金増加額 28,103,380,000 35,741,440,000

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

28,103,380,000 35,741,440,000

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

- -

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） 10,769,563,332 23,578,751,732

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券

　個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等に

おける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りう

る直近の最終相場）で評価しております。

　計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品

取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場

によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算

期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値

（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価

格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない

事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を

もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時

価と認めた価額で評価しております。
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2.デリバティブ取引等の評価基準及び

評価方法

株価指数先物取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

 

（追加情報）
 

 

当中間計算期間

(自 平成27年 4月 4日

至 平成27年10月 3日)

受益権の再分割

（1）平成27年6月22日に受益権1口に対して2口の割合で再分割を行っております。

（2）再分割により増加した受益権口数　　　　　　　　　　　　　　 890,000口 

（3）再分割による受益権の効力発生日               　　　　　　 平成27年6月23日

（中間貸借対照表に関する注記）
 

 

区分
第3期

(平成27年 4月 3日現在)

当中間計算期間末

(平成27年10月 3日現在)

1. 信託財産に係る期首

元本額、期中追加設

定元本額及び期中解

約元本額

    

  期首元本額 20,700,000,000円期首元本額 7,100,000,000円

  期中追加設定元本額 37,100,000,000円期中追加設定元本額 21,800,000,000円

  期中解約元本額 50,700,000,000円期中解約元本額 14,850,000,000円

2. 受益権の総数  710,000口 2,810,000口

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
 

 

項目

前中間計算期間

(自 平成26年 4月 4日

至 平成26年10月 3日)

当中間計算期間

(自 平成27年 4月 4日

至 平成27年10月 3日)

その他費用  主に印刷費用、上場関連費用

及び監査費用等であります。

  同左  

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　

　　　　　　　項目

第3期

(平成27年 4月 3日現在)

当中間計算期間末

(平成27年10月 3日現在)

1.中間貸借対照表計上額、時価及びそ

の差額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上

しているためその差額はありません。

　中間貸借対照表計上額は中間期末の時

価で計上しているためその差額はありま

せん。

2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券

 　「注記表（重要な会計方針に係る事項

に関する注記）」に記載しております。

　「中間注記表（重要な会計方針に係る

事項に関する注記）」に記載しておりま

す。

 (2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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 　「注記表（デリバティブ取引等に関す

る注記）」に記載しております。

　「中間注記表（デリバティブ取引等に

関する注記）」に記載しております。

 (3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品

 　上記以外の金融商品（コール・ローン

等）は、短期間で決済され、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該金融

商品の帳簿価額を時価としております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算出された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。

同左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

第3期（平成27年4月 3日現在）

 

（単位：円）

 

区分 種 類 契約額等
　

時 価 評価損益
うち1年超

市場取引 株価指数先物取引     

買建 39,942,469,344 － 40,914,200,000 971,730,656

合計 39,941,469,344 － 40,914,200,000 971,730,656

 

当中間計算期間末（平成27年10月 3日現在）

 

（単位：円）

 

区分 種 類 契約額等
　

時 価 評価損益
うち1年超

市場取引 株価指数先物取引     

買建 70,847,689,720 － 72,507,450,000 1,659,760,280

合計 70,847,689,720 － 72,507,450,000 1,659,760,280

 

(注)１.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま

す。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で

評価しております。

２.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

４.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（１口当たり情報に関する注記）
 

 

第3期

（平成27年 4月 3日現在）

当中間計算期間末

（平成27年10月 3日現在）

1口当たりの純資産額　32,500円 1口当たりの純資産額　13,391円

 

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2015年10月30日現在です。

【純資産額計算書】

 

 

Ⅰ　資産総額 35,443,738,782円　

Ⅱ　負債総額 25,966,943円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,417,771,839円　

Ⅳ　発行済口数 2,270,000口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 15,603円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額等（平成27年10月末現在）

①資本金　　　　　　　　370百万円

②発行する株式の総数　　12,000株

③発行済株式の総数　　　7,400株

④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減

該当事項はございません。

 

（２）委託会社の機構

①会社の意思決定機関

＜株主総会＞

株主総会は、株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、定款の

変更、利益処分の承認等、会社法及び定款の定めに従って重要事項の決定を行います。

 

＜取締役会＞

取締役会は、取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督します。

 

②投資運用の意思決定プロセス

投資政策委員会

・投資政策委員会は、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報お

よび各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。

運用本部

・運用本部は、投資政策委員会で決定したファンド毎の運用手法・戦略及びリスク許容度に基づい

て、運用計画を決定します。

ファンド・マネージャー

・運用本部の各ファンド・マネージャーは、運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用

方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

トレーディング部門

・トレーディング部門は、ファンド・マネージャーからの発注の指示を受け、事前にチェックを行っ

たうえで、最良執行の方針に則り売買の執行を行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って

います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務を行っています。

・委託会社が運用する証券投資信託は平成27年10月30日現在、以下の通りです。（親投資信託を除きま

す。）

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 41 368,254

単位型株式投資信託 21 78,286

単位型公社債投資信託 1 308
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合計 63 446,848

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（１）受託会社

名　　称
資本金の額

（平成27年3月末現在）
事業の内容

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律に基づき信託業務を営ん

でいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　：51,000百万円（平成27年3月末現在）

事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に

基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受

託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の

すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

＜更新後＞

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成27年3月末現在）
事業の内容

エービーエヌ・アムロ・クリアリング

証券株式会社
4,500百万円

金融商品取引法に定める第

一種金融商品取引業を営ん

でいます。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円

ＪＰモルガン証券株式会社 73,272百万円

シティグループ証券株式会社 96,307百万円

ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支

店
31,703百万円

大和証券株式会社 100,000百万円

野村證券株式会社 10,000百万円

ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025百万円

みずほ証券株式会社 125,167百万円

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社
40,500百万円

メリルリンチ日本証券株式会社 119,440百万円

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会

社
62,100百万円
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成27年10月28日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

 

取　締　役　会　御　中

 ＰｗＣあらた監査法人  

 

 
指　定　社　員

業務執行社員

 

 
公認会計士 山　口　　健　志

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているＴＯＰＩＸブル2倍上場投信の平成27年４月４日から平成27年10月３日までの中間計算期間の中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＴＯＰＩＸブル2倍上場投信の平成27年10月３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算

期間（平成27年４月４日から平成27年10月３日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

 

利害関係

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成27年６月19日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

 有限責任　あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　崎　慎　司　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第

16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他

の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シン

プレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度

の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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